
- 9 -

〈平成２９年３月７日の分科会における資料〉

秋田市マイタウン・バス西部線における下浜線のダイヤ改正について

１ 改正内容

(1) 利用者要望による改正

下浜桂根地区在住の利用者から、買い物等、新屋での滞留時間の延

長要望を受け、下り⑤便と、関係する上り⑨便を３０分繰り下げよう

とするものである。

〈要望内容〉

桂根地区から「9:05発上り⑦便」で西部市民サービスセンターに9:35に到

着し買い物をして帰る場合、「10:10発下り⑤便」では買い物時間を十分にと

れず、また、次の「12:50発下り⑨便」では時間が空きすぎるので改善してほ

しい。

(2) 実運行時間との調整を図るための改正

運行事業者より、平成２８年１月の「陽光台」バス停の新設に伴い

設定した時刻について、実運行時間と差が大きいことから同バス停以

降の時刻を２分程度繰り上げようとするものである。

※上記(1)(2)は共に、「秋田市マイタウン・バス西部線運行協議会」で

協議済み。

※詳細は資料1のとおり。

２ ダイヤ改正予定日

平成２９年５月１日


